
川崎市子ども・若者等支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市子ども・若者等支援事業（以下「本事業」という。）について、円滑な実施

を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本事業は、不登校など、様々な課題や困難を抱える子ども・若者（以下「不登校児等」という。）

及びその保護者に対して、地域みまもり支援センターや学校、専門相談支援機関等の関係機関と連携

しながら、居場所の提供や学習支援等を行うことにより、不登校児等を孤立から守り、安心して過ご

せる居場所を提供するとともに、不登校児等の社会的な自立に向けて支援することを目的とする。 

（対象者） 

第３条 本事業の対象者は、川崎市内に在住するおおむね７歳から18歳未満までの不登校児等及びその

保護者とする。ただし、中学校卒業後は相談のための利用に限る。 

（実施主体） 

第４条 本事業の実施主体は、川崎市（以下「市」という。）とする。ただし、適切な運営を確保するこ

とができる団体（以下「運営団体」という。）に委託できるものとする。 

（事業内容等） 

第５条 本事業においては、次の各号に掲げる取組を行う。各取組の実施場所、実施日、実施頻度及び

実施時間については、別表１に定めるとおりとする。ただし、本事業を利用する不登校児等で、心理

的に不安な状態と認めたときは、必要最小限の範囲内で、実施時間終了後も継続して、児童の安全確

保や関係機関との連絡調整等の対応を行うことができる。 

(１) こどもサポート 

ア 居場所の提供 

不登校児等が安心して過ごせるとともに、集中して学習できる居場所の提供及び不登校児等の社

会的な自立に向けた相談支援 

イ 学習支援 

不登校児等の進学のための学習支援、学校の授業の予習・復習の支援及び日々の勉強の習慣づけ

の支援 

ウ 生活習慣習得支援 

健康管理や身だしなみの習慣づけ、日常生活における挨拶や言葉遣い、他人との接し方や人間関

係に関する助言、時間やルールを順守することに関する助言、体験活動の実施等による人と関わる

機会の設定など、不登校児等の基本的な生活習慣の習得に向けた支援 

(２) 不登校児等保護者会 

不登校児等の保護者に対する支援として、臨床心理士等による定期的（四半期に１回程度）な保

護者会を開催して、不登校児等への接し方に関する支援や、不登校児等の養育に必要な知識の提供、



進学に必要な公的支援の情報の提供などを行う。 

(３) 個別検討会議 

不登校児等や保護者に対する接し方や支援方法などについて検討・議論するための会議を定期的

（四半期に１回程度）に開催する。なお、会議の出席者については別表２に掲げる者とし、必要に

応じて、別表２に掲げる者以外の者に出席を求めることができる。 

２ 前項ただし書きに規定する対応を運営団体が実施した場合、市に対し報告を行うものとする。 

３ その他、運営団体が緊急の事由等により業務を中止する必要がある場合や、不登校児等の安全面等

を考慮して実施場所等を変更する場合、学習支援に係る活動等によりこども文化センターやその他室

外での活動を企画する場合については、事前に市と協議することとする。 

（こどもサポートの利用） 

第６条 前条に規定するこどもサポートを利用しようとする不登校児等及びその保護者は、あらかじめ

市に相談の上、本事業を見学及び体験することとする。 

２ 不登校児等及びその保護者は、こどもサポートを正式に利用しようとする場合は、「こどもサポー

ト利用申込書」（様式第１号）により、市長に申し込まなければならない。 

３ 市長は、前項の申込みを受けて利用を承認する場合は、保護者宛てに「こどもサポート利用承認通

知書」（様式第２号）により、また、不登校児等が学籍を置く学校長宛てに「こどもサポート登録通知

書」（様式第３号）により、それぞれ通知する。 

４ 市長は、第２項の申込みを受けた場合において、不登校児等の状況や本事業の運営体制等を勘案し

て利用を不承認とする場合は、「こどもサポート利用不承認通知書」（様式第２号）により、保護者宛

てに通知する。 

５ 第３項の規定に基づく利用承認を受けた不登校児等及びその保護者（以下「利用者」という。）が、

利用を変更又は中止しようとする場合は、「こどもサポート利用変更・中止申出書」（様式第４号）に

より、市長に申し出るものとする。 

６ こどもサポートの利用登録期間は、承認日から承認日が属する年度の末日までとする。利用者は、

次年度も引き続き利用を希望する場合は、「こどもサポート利用申込書」（様式第１号）により、市長

に申し込まなければならない。 

７ こどもサポートの利用は、無料とする。ただし、食材料費等の実費相当額については利用者が負担

するものとする。その他、学校指定の教科書や筆記用具など、学習に必要な物品は利用者が用意する

ものとする。 

８ 市長は、利用者がこどもサポートの目的を阻害する行動をとるなど、本事業の適正な実施に支障が

生じると判断した場合は、当該利用者の利用を取り消すことができる。この場合、「こどもサポート利

用取消通知書」（様式第５号）により、利用者に通知するものとする。 

（本事業の実施報告） 

第７条 市は、本事業を委託する場合は、運営団体から毎月翌月10日までに「こどもサポート実施報告

書」（様式第６号）、「こどもサポート出席状況報告書」（様式第７号）、「時間外対応結果報告書」（様式



第８号）、その他必要に応じて市が定める様式等を提出させ、事業の実施状況を適切に把握するもの

とする。 

２ 市長は、前項に規定する運営団体からの報告に基づき、本事業の利用者等に関して、当該不登校児

等が学籍を置く学校長宛てに情報提供を行うものとする。 

３ 市は、本事業を委託する場合は、運営団体から当該年度分の事業が完了したことがわかる書類を付

した「委託業務完了届」（様式第９号）を、事業年度終了後直ちに提出させることとする。 

（委託料の支払） 

第８条 市は運営団体から、本事業の委託料の請求を受けた場合は、適法な請求をうけた日から起算し

て30日以内に、委託料を概算払いで支払うものとする。 

２ 市は、前項により支払った運営団体への委託料について、運営団体に対し、事業年度終了後、速や

かにこれを精算させることとする。 

 

（その他の事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月22日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 



別表１（第５条関係） 

名 称 実施場所 実施日、実施頻度 実施時間 

こどもサポート 

（こどもサポート小田） 

川崎区小田２丁目 16 番９号 

小田こども文化センター内 

月曜日、火曜日、木曜日、金曜

日（祝日、年末年始、こども文

化センターの休館日等を除

く。） 

午後０時から 

午後４時まで 

  

（こどもサポート旭町） 

川崎区旭町２丁目１番５号 

旭町こども文化センター内 

月曜日、火曜日、水曜日、木曜

日（祝日、年末年始、こども文

化センターの休館日等を除

く。） 

午前 10 時から 

午後４時まで 

不登校児等保護者会 川崎市内 四半期に１回程度 ２～３時間程度 

個別検討会議 川崎市内 四半期に１回程度 ２～３時間程度 

 

別表２（第５条関係） 

所 属 職 位 

川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 

所長 

地域支援課長 

学校・地域連携長 

こども未来局青少年支援室 青少年企画・事業調整担当課長 

  



様式第１号 

 

こどもサポート利用申込書（新規・更新） 

 

年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

 

住所                    

申請者(保護者) 

氏名                    

 

下欄【同意事項】に同意の上、次のとおりこどもサポート（   ）の利用を申し込み

ます。 

（ ふ り が な ） 

子 ど も の 氏 名 

 

 

子どもの生年月日 年   月   日（  歳） 

学籍を置く学校名  

学 年  組 第   学年   組 

子 ど も の 住 所 
（保護者と異なる場合） 

 

子 ど も の 連 絡 先  

保 護 者 の 連 絡 先  

利 用 開 始 希 望 日 年   月   日から 

【同意事項】 

・ 私は、子どもが学籍を置く学校長に、こどもサポートに登録したことを通知するとともに、出席扱いと

するため、利用月ごとに出席状況報告書を提出することに同意します。 

・ 私は、市（市から事業を受託した事業者を含む。以下同じ。）が取得した個人情報について、こどもサポ

ートの利用における支援に必要な範囲で、関係機関との間で共有することに同意します。 

※ 市は、こどもサポートの利用に当たって取得した個人情報について、保護者等の了承なく、第三者に提

供・漏えいすることはありません。 

※ 年度を越えて利用を希望する場合は、更新の申込みが必要です。  



様式第２号 

 

こどもサポート利用承認・不承認通知書 

 

年  月  日 

 

           様 

 

川 崎 市 長 

 

    年  月  日付けで申込みのあったこどもサポートの利用について、次のと

おり通知します。 

 

施 設 名 こどもサポート（   ） 

申請者（保護者）氏名  

通 知 内 容 承認・不承認 

不 承 認 の 理 由  

子 ど も の 氏 名  

利 用 期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

※ 年度を越えて利用を希望する場合は、更新の申込みが必要です。 

※ 中学卒業以降は相談のための利用に限りますが、登録が必要です。 



様式第３号 

 

こどもサポート登録通知書 

 

年  月  日 

         学校長 様 

 

川 崎 市 長 

 

貴校の児童・生徒について、    年  月  日付けで、次のとおり登録しました

ので通知いたします。 

つきましては、当該児童・生徒が利用した月の「出席状況報告書」を送付いたしますの

で、貴校の出席日数への反映について、御配慮をお願いします。 

 

施 設 名 こどもサポート（   ） 

申 請 者 氏 名  

児 童 ・ 生 徒 氏 名  

登 録 期 間 年  月  日 から    年  月  日 まで 

  



様式第４号 

 

こどもサポート利用変更・中止申出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）川 崎 市 長 

 

住所                    

申請者(保護者) 

氏名                    

 

こどもサポートの利用を変更・中止したいので、次のとおり申し出ます。 

 

施 設 名 こどもサポート（   ） 

子 ど も の 氏 名  

変更・中止の内容  

変更・中止年月日 年  月  日 

  



様式第５号 

 

こどもサポート利用取消通知書 

 

年  月  日 

 

           様 

 

川 崎 市 長 

 

こどもサポートの利用を次のとおり取り消します。 

 

施 設 名 こどもサポート（   ） 

子 ど も の 氏 名  

取 消 理 由  

取 消 年 月 日 年  月  日 

  



様式第６号 

こどもサポート実施報告書 

年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

こどもサポート（   ）  年  月分 

１ 参加者数（実数） 

実施日 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

中
学
校 

卒
業
後 

保
護
者 

従
事
者 

合計 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合計    

２ 活動参加者数（延数） 

 
 

居場所の提供 
 

実施した活動（例：製作活動、スポーツ、学習活動等） 
 

実施日   

自
由
遊
び 

         

備 考（活動のきっか

け） 

            

            

            

            

            

            

            

            

合計            

報告者                                         

電話番号               メールアドレス                     



様式第７号 

こどもサポート出席状況報告書 

年  月  日 

 

           学校長 様 

 

川 崎 市 長 

 

貴校の児童・生徒について、次のとおり出席日及び活動状況を報告いたします。 

  年  月分 

施 設 名 こどもサポート（   ） 

第  学年  組 児童・生徒氏名  

出席日数   日 備 考  

 
今月の利用状況（日々の過ごし方、活動への参加など） 

    

 

日 曜日 児童・生徒の活動状況 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

報告者                 

電話番号               メールアドレス                     

※川崎市が子ども・若者等支援事業として         に委託して実施しています。 

 



様式第８号

 

 

 

 

業務件名

履行場所

履行期間

対応日時・時間

対応者職・氏名

対応実施理由

事前協議日時
・対応者

協議日時
電話を

受けた者

（対応のきっかけ・経過・結果）

時 間 外 対 応 結 果 報 告 書

 本事業の実施時間を超えて対応を実施しましたので、報告します。

※対応のきっかけ

※対応の経過（対応開始時間〜対応終了時間まで、時系列で、箇条書きで記載してください）

※対応の結果



様式第９号 

 

業務件名

履行場所

契約金額

履行期間

完了日

（帰り渋り等による開所時間外の対応等に係る精算 ※仕様書第５条関連）
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無
増要素 有
減要素   日 無

委 託 業 務 完 了 届

  令和   年   月　  日

 （あて先） 川 崎 市 長
（運営団体名）

住所

名称

代表者

 下記業務が完了しましたので届け出いたします。また、本事業において貸与された個人情報については、紙媒体及びサーバ内、担当者のパ
ソコン内から、複写複製したデータを含め、全て消去・廃棄したことを併せて報告いたします。

４月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

６月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

５月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

８月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

７月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

１０月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

９月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

１２月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

１１月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

２月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

１月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

検 査 完 了 報 告 書

 上記業務委託について完了を確認し、検査の結果業務の履行を確認しました。

 検査実施日 令和   年   月    日

局部課名   こども未来局青少年支援室

検査員     事務職員  氏名

３月
時間外対応の有無 ※別紙「時間外対応結果報告書」を添付

開所日数 開所時間の短縮

 令和   年   月    日


